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■はじめに

「2050年カーボンニュートラル」の実現に
向け、日本の最終エネルギー消費量の約3 
割を占める住宅・建築物分野の取組が必要不
可欠である。第６次エネルギー基本計画（令
和3年10月）において、「2050年に住宅・建
築物のストック平均でZEH・ZEB基準の水
準の省エネルギー性能が確保されていること
を目指す。」「2030年度以降新築される住宅・
建築物についてZEH・ZEB基準の水準の省
エネルギー性能の確保を目指す。」という目
標が定められており、具体的には「建築物省
エネ法を改正し、省エネルギー基準適合義務
の対象外である住宅及び小規模建築物の省エ
ネルギー基準への適合を2025年度までに義務
化するとともに、2030年度以降新築される住
宅・建築物について、ZEH・ZEB基準の水
準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合
的な誘導基準・住宅トップランナー基準の引
上げや、省エネルギー基準の段階的な水準の
引上げを遅くとも2030年度までに実施する

（図1）。加えて、規制強化のみならず、（中略）
ZEH やZEB の実証や更なる普及拡大に向け
た支援等を講じていく。」とされている。

■建築物省エネ法の改正

2022年６月に建築物省エネ法が改正され
（図2）、2025年4月から原則すべての新築住

宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけられ
る。このほか、より高い省エネ性能への誘導
のため「住宅トップランナー制度の対象拡充

（建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパー
トに加えて分譲マンションの追加）」「誘導基
準のZEH・ZEB水準への引上げ」「販売・賃
貸時における省エネ性能表示の推進」を、ス
トックの省エネ改修に向けて「住宅の省エネ
改修の低利融資制度の創設」「建築基準法に
基づく形態規制の合理化」を、再エネ利用設
備の導入促進に向けて「建築物再生可能エネ
ルギー利用促進区域制度の創設」を行ってお
り、順次施行されている。住宅・建築物の事
業に携わる方々を対象として、改正に関する
詳細な内容等に関する講習会等を2023 年11
月から2024年2月にかけて開催した。また、
設計実務者講習会を2024年10月から12月にか
けて開催予定である。なお、この講習内容は
国土交通省のホームページで公開しているオ
ンライン講習のコンテンツとして掲載してお
り、こちらも参照いただきたい。

以下では、本年（2024年）4月に施行され
た「建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費
性能表示制度（以下「建築物の省エネ性能表
示制度」という。）」について解説する。

■建築物の省エネ性能表示制度

1．制度の背景・目的
省エネ性能の高い住宅等の供給を促進する
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図２　改正建築物省エネ法の概要

図１　住宅・建築物分野の今後の省エネ対策
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には、供給側の努力のみならず、買い手・借
り手となる消費者・事業者に対しても省エネ
性能に関する意識変化や行動変容を促すこと
が必要である。改正法では、より省エネ性能
が高い建築物が選ばれる市場環境の整備を推
進するため、販売・賃貸される建築物の省エ
ネ性能について表示する事項や表示の方法な
どの統一的なルールを国土交通省告示に定め
た上で、これに従った表示が行われない場合
に、国土交通大臣から事業者に対して勧告等
の措置を講じることを可能とした（図3）。

2 ．制度の対象・関係主体
改正法において、省エネ性能表示の努力義

務の対象は販売事業者（売主）、賃貸事業者
（貸主）とされている。実務においては、こ
れらの事業者に加え、不動産の流通に関わる
仲介事業者や賃貸管理事業者、広告関連事業
者、省エネ性能の評価に関わる設計者や審査
機関などが関係主体として挙げられる。主な

関係主体が担う役割等は、次のとおり（図
4）。

①販売・賃貸事業者
販売・賃貸しようとする建築物につい

て、広告等を行う際に、当該建築物に係
る情報の一部として、省エネ性能が表示
されるよう、必要な対応を実施する役割
を担う。

②仲介事業者
売主・貸主との売買契約に基づき、買

主・借主の探索を行うに当たって、不動
産広告の広告主となっている場合が多い
ため、販売・賃貸事業者からの委託を受
けて、仲介事業者が仲介目的の広告等を
行う際に、併せて省エネ性能の表示を行
う場合が想定される。

③賃貸管理事業者
賃貸事業者からの委託を受けて、賃貸

管理事業者が入居者募集を目的に広告等
を行う際に、併せて省エネ性能の表示を

図３　告示に定める省エネ性能ラベルの種類
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行う場合が想定される。
④設計者等

建築物の省エネ性能の評価について
は、一般に、建築物の設計者や、設計者
から委託を受けた事業者等により実施さ
れる場合が想定される。

また、法律上、本制度の対象となる建築物
は販売・賃貸の用に供されるものであるが、
注文住宅等においても省エネ性能が表示され
ることは、消費者の行動変容等に寄与するも
のと考えられることから、国のガイドライン
において告示に従った表示を推奨している。

3 ．省エネ性能ラベルの解説
販売・賃貸事業者は、告示で定められた「省

エネ性能ラベル」を、住宅等の販売・賃貸広
告（インターネット広告、紙面広告等）に表
示する必要がある。国のガイドラインでは、

表示にあたっての留意点（優良誤認の防止等）
を示しているため、これを参考に適正な表示
に努めていただきたい。

省エネ性能ラベルの構成要素を図５に示
す。「エネルギー消費性能」、「断熱性能」、「建
物名称」、「評価日」は必須の表示項目、その
他の項目は選択項目となっている。本ラベル
は、販売・賃貸事業者が自ら行う自己評価、
又は、審査機関による第三者評価制度の
BELS（ベルス）、いずれかにより取得する。
自己評価ラベルは、WEB プログラムの計算
結果を所定のホームページ（（一社）住宅性
能評価・表示協会）にアップロードすること
で取得できる（図６）。

4 ．適正な表示のための留意点
4－1．省エネ性能を表示する対象範囲

共同住宅や複合建築物について、その省エ
ネ性能を表示する場合には、棟単位での性能

図４　省エネ性能情報の伝達フローのOK・NG例
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又は建築物の部分の性能のどちらを表示する
かを判断するに当たり、販売・賃貸事業者に
おいては、相手方が購入・賃借しようとする
部分（例：共同住宅の各住戸など）の省エネ
性能をより的確に把握できるよう表示するこ
とが望ましいと考えられる。

4－2． 優良誤認等の不当表示を防止するた
めの対応等

建築物の省エネ性能を販売・賃貸時の広告

等に表示するに当たっては、宅地建物取引業
法（昭和27年法律第176号）や不当景品類及
び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。
以下「景品表示法」という。）、不動産の表示
に関する公正競争規約において、優良誤認等
の不当表示が禁止されていることを踏まえ、
消費者等の誤認が生じないように実施する必
要がある。

図５　住宅版の省エネ性能ラベル（住戸用）※別途、住棟用も有り

図６　自己評価による省エネ性能ラベル等の取得方法
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⑴　複数住戸（住棟）の広告
共同住宅や戸建住宅の多棟現場の広告を行

う際等、省エネ性能が異なる複数の住戸が、
一の広告等に含まれる場合は、特定の住戸の
省エネ性能を表示することにより、他の住戸
においてもそれと同等以上の性能が確保され
ている等の誤認が生じないよう配慮した表示
を行うこととする（図７）。

⑵　 表示後に省エネ性能の変更が生じた場合
の対応

販売・賃貸事業者が、当初の広告等への表
示を行った後に、建築物の計画変更等により
多段階評価の性能が低下する変更が生じた場
合であって、引き続き表示を行う場合は、速
やかに変更後の仕様に基づく性能を表示した
ラベルへの修正を行う必要がある。

⑶　 表示した省エネ性能と、最終的な販売仕
様の省エネ性能の差違

販売・賃貸事業者と購入者等の双方の合意
のもとで、当初の表示時点の仕様から仕様変
更する場合には（例：分譲住宅におけるメニ
ュープラン）、変更内容によっては、省エネ
性能に影響が生じる可能性があるため、その
時点で、販売・賃貸事業者から購入者等に対
して、当初の表示時点の省エネ性能から変更
が生じうることについて情報提供することが
望ましい。

⑷　過去に使用したラベルの再使用
新築時に販売・賃貸時のラベル表示が行わ

れた後、一定期間が経過し、当該建築物が再
度販売・賃貸される場合（例：空室の発生に
伴い新たな入居者・テナントを募集する場合、
買取再販を行う場合 等）、リフォームや設備

図７　複数の住戸（住棟）を一つの広告で販売・賃貸するケース
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更新等により、ラベルを発行した時点から、
建築物の計画や仕様に変更が生じている可能
性があるため、現況の確認が必要である。

⑸　表示の根拠となる資料の保管等
景品表示法において、表示に係る根拠とな

る情報については、事業者（自己の供給する
商品について一般消費者向けの表示を行う場
合が対象）において、事後的に確認するため
の措置をとることとされている。これを踏ま
え、販売・賃貸事業者においては、表示する
省エネ性能の根拠となる情報について、関連
資料の保管等の措置を講じる必要がある。

5 ．既存建築物の省エネ性能表示について
既存建築物であっても建築時に省エネ性能

を評価している場合には、その販売・賃貸に
際して告示の規定に準じて省エネ性能ラベル
の表示を行うことが望ましい。

省エネ性能を把握しておらず、省エネ性能
ラベルを表示することが困難な既存の住宅に
ついても、販売・賃貸時の省エネ性能の表示
を促進するため、2024年11月より「省エネ部
位ラベル」（図８）の発行が可能となる予定
である。省エネ部位ラベルは、既存住宅にお
いて、省エネ性能の向上に資する部位（断熱
性能の高い窓や、高効率の給湯器など）を有
している場合に、その旨を表示することがで
きる。本ラベルは、対象住宅の現況から、各
部位の有無や仕様を踏まえ、表示の要件への
適否に基づいて表示することとし、ラベルの
発行は所定のホームページ（（一社）住宅性
能評価・表示協会）にて可能となる予定であ
る。

また、非住宅の既存建築物については、運
用段階のエネルギー消費量の実績値に基づく
表示制度の整備に向けて、令和６ 年度中を
目途に検討を進める予定である。

■結び
新たな省エネ性能表示制度は、2024 年4

月に施行したところであるが、本制度の積極
的な活用を通じて、一般消費者に対して、今
後の適合義務化や省エネ基準の段階的な引上
げについて情報提供が行われ、より省エネ性
能の高い住宅等の選択行動に寄与することを
期待している。本制度の詳細については、以
下の国土交通省ホームページに事業者向けの
概要資料等を掲載しているため、参考にして
いただきたい。

（参考）制度ホームページ
URL https://www.mlit.go.jp/shoene-label/ 
QR コード

図８　 既存住宅を対象とした省エネ部位ラベル
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